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入浴施設の衛生管理の手引き 

 

はじめに 

 入浴施設の衛生管理は、現行の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場に

おける衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」並びに「レ

ジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」といった技術的助言を参考

にして行われています。これらを基にした具体的な管理をわかりやすく解説するとともに実

践的方法を紹介することを目的として本手引きを作成しました。自治体が行う衛生管理指導

や入浴施設での日常の衛生管理において参照できる資料となることを目指しています。本手

引きは厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「公衆浴場におけ

るレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法のための研究」の研究活動の一

環として作成しています。記載している具体的な管理方法は提案であり、規定するものではあ

りません。 

 この手引きは、入浴施設でのレジオネラ属菌の増殖を抑え、それにより患者の発生を防ぐこ

とを目的とした衛生管理に主体を置いており、総合衛生管理プログラムと一般衛生管理の 2 部

構成になっています。総合衛生管理プログラムでは、入浴施設においてレジオネラ属菌の増

殖・定着を防ぎ、これによりレジオネラ症患者の発生を予防するための衛生管理体制を構築す

るのに参考となる事項を示しています。一般衛生管理は、入浴施設の設備等の衛生管理の実際

の内容を具体的に示しています。 
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